
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、５月８日に「２類相当」から「５類」
に引き下げられました。これによって、コロナ禍に定着した様々な対応も変わりましたの
で、何がどう変わったのかをまとめてみました。

Ｑ．そもそも「２類」とか「５類」って何？
Ａ．危険度による感染症の分類です。数字が小さいほど危険度が高くなります。

感染症法は、ウイルスや細菌といった病原体による病気を、感染の広がりやすさや感染
した時の重症化リスクといった危険度によって主に５段階に分類しています。その分類に
応じて、国や自治体が講ずる措置の範囲を定めています。
例えば、危険度が最も高い１類には、エボラ出血熱やペストといった感染すれば命の危

険性が極めて高い感染症が該当します。それだけに国や自治体の措置も、入院勧告や建物
の立ち入り制限・封鎖、交通制限、汚染された場所の消毒など、極めて強いものになって
います。続く２類は結核やＳＡＲＳといった強力で危険性の高い感染症が該当し、入院勧
告や汚染場所の消毒といった強い措置が取れます。
新型コロナウイルスは、１～５類とは別の「新型インフルエンザ等感染症」に分類され、

「２類相当」の扱いとされてきました。一方、５類は季節性インフルエンザなどと同じ分
類で、感染しても行動制限を伴うような強力な措置が取られることはありません。すなわ
ち、これまでのインフルエンザと同じ扱いとなります。

Ｑ．子どもがコロナに感染したら？
Ａ．「陽性」が確認されたら、出席停止となります。発熱しただけでは、病気欠席です。

発熱等の症状が見られ、診断（検査）の結果「陽性」となった場合には、出席停止とな
ります。停止期間のめやすは「医師の判断による期間」または「発症の翌日から５日間で、
なおかつ症状が軽快後24時間経過するまで」とされています。この場合の「症状が軽快」
とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。隔離
も求められないので、外出を控えるかどうかも含めて個人の判断です。インフルエンザに
かかった時をイメージすると分かりやすいでしょう。
病気欠席との違いは「陽性であるかどうか」ということになります。これもインフルエ

ンザの場合と同様です。コロナ禍では「発熱＝出席停止」でしたが、５類になると「イン
フルエンザである」「コロナである」という診断（検査）が必要となります。
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Ｑ．家族がコロナに感染したら？
Ａ．問題ありません。本人に自覚症状がなければ、ふだん通りに登校可能です。

これまでのように、同居家族が「濃厚接触者」として感染者と同様の行動制限を求めら
れることはなくなります。身近な人が感染すれば、自分も感染しているリスクが高いこと
に変わりはないのですが、本人に発熱等の症状がなければ登校しても構いません。その場
合には、特に朝の検温等の健康状態のチェックを入念にお願いします。どうしても心配な
場合には、学校にご相談ください。

Ｑ．感染対策は今後も続けないとダメ？
Ａ．基本的な感染対策は、これからも継続していきましょう。

国や自治体から求められる制限はなくなりますが、感染リスクがなくなるわけではない
ので、引き続き各自で対策をしましょう。厚労省の提言する「５つの基本」は、
（１）体調不安や症状がある場合は自宅療養や医療機関を受診
（２）その場に応じたマスクの着用やせきエチケットの実施
（３）３密回避や換気
（４）手洗いや手指消毒
（５）適度な運動と食事 となっています。
校内でのマスクの着用は、引き続き個人の判断で構いません。ただし、集団グループ活

動などの際に密になると判断した場合には、着用を促すことがありますので、ランドセル
の中にマスクの常備をお願いします。

２類になったとはいえ、ウイルスが撲滅したわけではありません。うがい、手洗い、手
指消毒、こまめな換気などの感染予防対策は、学校でも継続して参りますので、ご協力を
よろしくお願いいたします。

時間は6:00～7:00の１時間です。玄関前にお集まりください。小雨決行ですが、中止

の場合のみ5:40までにメールでお知らせします。保護者の方はもちろん、子どもたちも

参加して構いません。環境・体育部の皆様（5:50玄関前集合）にもご難儀をおかけしま

す、よろしくお願いいたします。

運動会は21日（日）雨天時は学校の体育館で行います。子どもたちはふだん通りの登
校となり、開会式は8:50を予定しております。12:00には閉会式を行い、学年毎の解散
となります。持ち物等については、学年通信でお知らせしますので、ご確認ください。天
気予報はあまりよろしくないのですが、好転することを祈りましょう。


